
事   務   連   絡  

平成 18年６月 20日  

 

介護保険サービス事業者 様 

 

明石市健康福祉部介護保険課長 

 

 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の取扱いについて 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

みだしの件については、問い合わせが多いことから、下記のとおりまとめました

ので、参照のうえ、事務を進めていただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の居宅サービス計画のへの反映 

 

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売については、その特性と利用者の心身の状

況等を踏まえて、その必要性を十分に検討せずに選定した場合、利用者の自立支

援は大きく阻害されるおそれがあることから、検討の過程を別途記録する必要が

ある。このため、介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与及び特定

福祉用具販売を位置付ける場合には、サービス担当者会議を開催し、当該計画に

福祉用具貸与及び特定福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後少なくとも６月に１ 

回はサービス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける必

要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具貸与を受

ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記載しなければな

らない。 

 

また、福祉用具貸与については以下の項目について留意することとする。 

ア  介護支援専門員は、経過的要介護又は要介護１の利用者（以下「軽度者」と

いう。）の居宅サービス計画に指定福祉用具貸与を位置付ける場合には、「厚



生労働大臣が定める者等」（平成12年厚生省告示第23号）第19号のイで定める

状態像の者であることを確認するため、当該軽度者の「要介護認定等基準時間

の推計の方法」（平成12年厚生省告示第91号）別表第１の調査票について必要

な部分（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並び

に基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調

査票の写し」という。）を市町村から入手しなければならない。 

ただし、当該軽度者がこれらの結果を介護支援専門員へ提示することに、あ

らかじめ同意していない場合については、当該軽度者の調査票の写しを本人に

情報開示させ、それを入手しなければならない。 

イ  介護支援専門員は、当該軽度者の調査票の写しを指定福祉用具貸与事業者へ

提示することに同意を得たうえで、市町村より入手した調査票の写しについて、

その内容が確認できる文書を指定福祉用具貸与事業者へ送付しなければならな

い。 

 

なお、介護保険法等の一部を改正する法律（平成17年法律第77号）第３条の施

行の日（以下「施行日」という。）前に対象外種目に係る指定福祉用具貸与を受

けていた者については、軽度者で「厚生労働大臣が定める者等」（平成12年厚生

省告示第23号）第19号のイで定める状態像の者でなくとも、施行日から起算して

６月を超えない期間において、対象外種目に係る指定福祉用具貸与を受けること

ができることとされている。 

 

（指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について（平成11 

年老企第22 号） 第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

(7) 指定居宅介護支援の具体的取扱方針 ⑳ 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売

の居宅サービス計画への反映（第21号・22号）） 

 

２ 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とする理由の記載 

 

福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を居宅サービス計画に位置付ける場合にお

いては、「生活全般の解決すべき課題」・「サービス内容」等に当該サービスを

必要とする理由が明らかになるように記載する。 

なお、理由については、別の用紙（別葉）に記載しても差し支えない。 

 



（介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（平成 11年 11

月 11日老企第 29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知） ２ 第２表：「居宅サー

ビス計画書（２）」 ⑧ 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のサービスを必要とす

る理由） 

 

３ 要支援１又は要支援２に係る指定介護予防福祉用具貸与費について 

 

① 算定の可否の判断基準 

要支援１又は要支援２の者に係る指定介護予防福祉用具貸与費については、

その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特

殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認

知症老人徘徊感知機器」及び「移はいかい動用リフト」（以下「対象外種目」

という。）に対しては、原則として算定できない。 

しかしながら第23号告示第19 号のイで定める状態像に該当する者について

は、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目につ

いて指定介護予防福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、

次のとおりとする。 

・ 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計

の方法」（平成11 年厚生省告示第91号）別表第１の調査票のうち基本調査の

直近の結果（以下単に基本調査の結果という。）を用い、その要否を判断す

るものとする。 

・ ただし、アの（ニ）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認め

られる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消が必要と認められ

る者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た

情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可

能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに

より指定介護予防支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直

しについては、介護予防サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度

（すくなくとも６月に１回）で行うこととする。 

 

②  基本調査結果による判断の方法 

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る指定福祉用

具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める者」の



イへの該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次に定める

方法による。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せ

て保存しなければならない。 

・ 当該軽度者の担当である指定介護予防支援事業者から当該軽度者の「要介

護認定等基準時間の推計の方法」別表第１の認定調査票について必要な部分

（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基

本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調

査票の写し」という。）の内容が確認できる文書を入手することによること。 

・ 当該軽度者に担当の介護予防支援事業者がいない場合にあっては、当該軽

度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。 

 

③  経過措置について 

介護保険法等の一部を改正する法律（平成17年法律第77号）第３条の施行の

日（以下「施行日」という。）前に対象外種目に係る指定福祉用具貸与を受け

ていたもの（以下「経過措置対象者」という。）については、軽度者で「厚生

労働大臣が定める者等」（平成12 年厚生省告示第23 号）第19号のイで定める

状態像の者でなくとも、施行日から起算して６月を超えない期間において、対

象外種目に係る指定介護予防福祉用具貸与を受けることができることとされて

いる。 

この場合、経過措置対象者は、平成18年４月１日から同年９月30日までの間

に施行日前の認定の有効期間又は契約期間が終了した場合であっても、認定や

契約の更新がなされた場合は、引き続き、施行日から起算して６月を超えない

期間までは、対象外種目に係る指定介護予防福祉用具貸与を受けることが可能

である。 

 

表 

対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者

のイに該当する基本調査

の結果 

ア車いす及び車

いす付属品 

 

次のいずれかに該当する者 

(1)日常的に歩行が困難な者 

(2)日常生活範囲における移動の支

援が特に必要と認められる者 

 

基本調査２－５ 

「３．できない」 

― 



イ特殊寝台及び

特殊寝台付属品 

次のいずれかに該当する者 

(1)日常的に起きあがりが困難な者 

 

(2)日常的に寝返りが困難な者 

 

 

基本調査２－２ 

「３．できない」 

基本調査２－１ 

「３．できない」 

ウ床ずれ防止用

具及び体位変換

器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査２－１ 

「３．できない」 

エ認知症老人徘

徊感知機器 

次のいずれにも該当する者 

(1)意思の伝達、介護者への反応、記

憶・理解のいずれかに支障がある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)移動において全介助を必要とし

ない者 

 

基本調査６－３ 

「１．調査対象者が意思を

他者に伝達できる」以外 

又は 

基本調査６－４ 

「１．介護者の指示が通じ

る」以外 

又は 

基本調査６－５（ア～カ）

のいずれか 

「２．できない」 

又は 

基本調査７（ア～テ） 

のいずれか 

「１．ない」以外 

基本調査２－７ 

「４．全介助」以外 

 

オ移動用リフト

（つり具の部分

を除く。） 

次のいずれかに該当する者 

(1)日常的に立ち上がりが困難な者 

 

(2)移乗が一部介助又は全介助を必

要とする者 

 

 

基本調査３－１ 

「３．できない」 

基本調査２－６ 

「３．一部介助」又は「４．

全介助」 



(3)生活環境において段差の解消が

必要と認められる者 

－ 

 

 

（指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上

の留意事項について 第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 ３ 介

護予防福祉用具貸与費 (２) 要支援１又は要支援２に係る指定介護予防福祉用具

貸与費） 

 

４ 要介護１の者に係る指定福祉用具貸与費について 

 

① 算定の可否の判断基準 

要介護１の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使

用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台

付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」

及び「移動用リフト」（以下「対象外種目」という。）に対しては、原則とし

て算定できない。しかしながら第23号告示第19号のイで定める状態像に該当す

る者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対

象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断について

は、次のとおりとする。 

ア 原則として次の表の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計

の方法」（平成11 年厚生省告示第91号）別表第１の調査票のうち基本調査の

直近の結果（以下単に基本調査の結果という。）を用い、その要否を判断す

るものとする。 

イ ただし、アの（ニ）「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認め

られる者」及びオの（三）「生活環境において段差の解消が必要と認められ

る者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た

情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可

能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに

より指定支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直しについ

ては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（少なくとも

６月に１回）で行うこととする。 

 

② 基本調査結果による判断の方法 



指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る指定福祉用

具貸与費を算定する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める者」の

イへの該当性を判断するための基本調査の結果の確認については、次に定める

方法による。なお、当該確認に用いた文書等については、サービス記録と併せ

て保存しなければならない。 

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度者の「要介

護認定等基準時間の推計の方法」別表第１の認定調査票について必要な部分

（実施日時、調査対象者等の時点の確認及び本人確認ができる部分並びに基

本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が必要な部分）の写し（以下「調

査票の写し」という。）の内容が確認できる文書を入手することによること。 

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあっては、当

該軽度者の調査票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。 

 

③ 経過措置について 

介護保険法等の一部を改正する法律（平成17年法律第77号）第３条の施行の日

（以下「施行日」という）前に対象外種目に係る指定福祉用具貸与を受けていた

もの（以下経過措置対象者という。）については、軽度者で第23号告示第19 号の

イで定める状態像の者でなくとも、施行日から起算して６月を超えない期間にお

いて、対象外種目に係る指定介護予防福祉用具貸与を受けることができることと

されている。 

この場合、経過措置対象者は、平成18年４月１日から同年９月30日までの間に

施行日前の認定の有効期間又は契約期間が終了した場合であっても、認定や契約

の更新がなされた場合は、引き続き、施行日から起算して６月を超えない期間ま

では、対象外種目に係る指定福祉用具貸与を受けることが可能である。 

 

表 

対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者

のイに該当する基本調査

の結果 

ア車いす及び車

いす付属品 

 

次のいずれかに該当する者 

(1)日常的に歩行が困難な者 

(2)日常生活範囲における移動の支

援が特に必要と認められる者 

 

基本調査２－５ 

「３．できない」 

― 



イ特殊寝台及び

特殊寝台付属品 

次のいずれかに該当する者 

(1)日常的に起きあがりが困難な者 

 

(2)日常的に寝返りが困難な者 

 

 

基本調査２－２ 

「３．できない」 

基本調査２－１ 

「３．できない」 

ウ床ずれ防止用

具及び体位変換

器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査２－１ 

「３．できない」 

エ認知症老人徘

徊感知機器 

次のいずれにも該当する者 

(1)意思の伝達、介護者への反応、記

憶・理解のいずれかに支障がある者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)移動において全介助を必要とし

ない者 

 

基本調査６－３ 

「１．調査対象者が意思を

他者に伝達できる」以外 

又は 

基本調査６－４ 

「１．介護者の指示が通じ

る」以外 

又は 

基本調査６－５（ア～カ）

のいずれか 

「２．できない」 

又は 

基本調査７（ア～テ） 

のいずれか 

「１．ない」以外 

基本調査２－７ 

「４．全介助」以外 

 

オ移動用リフト

（つり具の部分

を除く。） 

次のいずれかに該当する者 

(1)日常的に立ち上がりが困難な者 

 

(2)移乗が一部介助又は全介助を必

要とする者 

 

 

基本調査３－１ 

「３．できない」 

基本調査２－６ 

「３．一部介助」又は「４．

全介助」 



(3)生活環境において段差の解消が

必要と認められる者 

－ 

 

 

 

（指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居

宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用

の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第

36号） 第二 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費ま

で及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項） 

 

５ 福祉用具貸与費の算定に係る判断基準について 

 

44  福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近の結果を用い、その要否を

判断することとされているが、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議

等の結果を踏まえ、ケアマネ（地域包括支援センター）及び保険者が必要と認め

た場合には、支給することは可能か。 

（答） 

福祉用具貸与費の算定における状態像については、介護給付費分科会において、

要介護認定の認定調査における基本調査の結果を活用して客観的に判定すること

が求められており、認められない。 

なお、車いす、移動用リフトの一部（段差解消機）では、該当する基本調査結

果がないため、サービス担当者会議等の結果で判断する場合がある。 

 

45  利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合

には、ケアマネ（地域包括支援センター）及び保険者が必要と認めた場合には、

支給することは可能か。 

（答） 

一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離していることはあり得ないが、

仮に、直近の認定調査時点から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する

ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があることが想定されることか

ら、要介護度の区分変更申請が必要と思われる。 

 

（「平成18年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Ｖｏｌ．２）の送付について」（平成18年３月



27日付け事務連絡都道府県介護保険担当主管課（室）宛て厚生労働省老健局振興課

通知）【福祉用具貸与】） 

 

 

＜問合せ先＞ 

明石市健康福祉部介護保険課 給付係 

TEL 078(918)5091 FAX 078(919)4060 


